
�愛媛県告示第９０５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、伊方町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は伊方町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９０６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、伊方町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９０７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、伊方町長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は伊方町の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

伊方町二見字田ノ浦甲２８７４の２、甲３０６０及び甲３０
８０から甲３０８３までの地先 ５９１．００

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

二見 字
田ノ
浦

伊方町二見字田ノ浦甲２８７４の２、甲３０６０
及び甲３０８０から甲３０８３までの地先公有水
面埋立地

５９１．００

毎週（火・金）曜日発行 第１５５２号 平成１６年４月２３日愛 媛 県 報

４５５



�������
�愛媛県告示第９０８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、伊方町長から次のとおり字の区域を変更する旨の届

出があった。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９０９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、宇和島市長から公有水面の埋立てにより新たに生

じた次の土地は宇和島市の地域であることを確認した旨の届

出があった。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９１０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、宇和島市長から次のとおり字の区域を変更する旨の

届出があった。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９１１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県市町村交通災害共済組合を組

織する地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

西予市の加入

２ 増減年月日

平成１６年４月１日

３ 増減許可年月日

平成１６年４月１日

�������
�愛媛県告示第９１２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県市町村交通災害共済組合の規

約の変更を許可した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

市町村合併に伴い、平成１６年３月３１日をもって、新宮村

、土居町、三瓶町、明浜町、宇和町、野村町及び城川町が

組合から脱退し、平成１６年４月１日から西予市が組合に加

入する。

２ 規約変更年月日

平成１６年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年４月１日

�������
�愛媛県告示第９１３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県消防団員等災害補償退職報償

金組合を組織する地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

四国中央市及び西予市の加入

２ 増減年月日

平成１６年４月１日

３ 増減許可年月日

平成１６年４月１日

�������
�愛媛県告示第９１４号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県消防団員等災害補償退職報償

金組合の規約の変更を許可した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

市町村合併に伴い、平成１６年３月３１日をもって、川之江

市、伊予三島市、新宮村、土居町、三瓶町、明浜町、宇和

町、野村町、城川町、宇摩地区広域市町村圏組合及び東宇

和事務組合が組合から脱退し、平成１６年４月１日から四国

中央市及び西予市が組合に加入する。

２ 規約変更年月日

平成１６年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年４月１日

�������
�愛媛県告示第９１５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

伊方町二見字鳥津乙９６９の５、乙１１５２及び乙１１５３
の５並びに字小鳥津乙１１５４の３及び乙１１５６の１か
ら乙１１５６の３までの地先

５，０９５．５５

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

二見 字
小鳥
津

伊方町二見字鳥津乙９６９の５、乙１１５２及
び乙１１５３の５並びに字小鳥津乙１１５４の３
及び乙１１５６の１から乙１１５６の３までの地
先公有水面埋立地

５，０９５．５５

新たに生じた土地の所在 面 積
（平方メートル）

宇和島市坂下津字戒山２０６の３２及び２０６の３３の地先 ６８３．６５

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

坂下津 宇和島市坂下津字戒山２０６の３２及び２０６の
３３の地先公有水面埋立地 ６８３．６５

愛 媛 県 報平成１６年４月２３日 第１５５２号
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規定により、次のとおり愛媛県市町村職員退職手当組合を組

織する地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

四国中央市及び西予市の加入

２ 増減年月日

平成１６年４月１日

３ 増減許可年月日

平成１６年４月１日

�������
�愛媛県告示第９１６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり愛媛県市町村職員退職手当組合の規

約の変更を許可した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

市町村合併に伴い、平成１６年３月３１日をもって、川之江

市、新宮村、土居町、三瓶町、明浜町、宇和町、野村町、

城川町、三瓶町明浜町衛生事務組合、東宇和事務組合及び

東宇和衛生事務組合が組合から脱退し、平成１６年４月１日

から四国中央市及び西予市が組合に加入する。

２ 規約変更年月日

平成１６年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年４月１日

�������
�愛媛県告示第９１７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合

を組織する地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

西予市の加入

２ 増減年月日

平成１６年４月１日

３ 増減許可年月日

平成１６年４月１日

�������
�愛媛県告示第９１８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり八幡浜・大洲地区広域市町村圏組合

の規約の変更を許可した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を構成する１６市町村のうち三瓶町、明浜町、宇和町

、野村町及び城川町が平成１６年４月１日に合併し西予市と

なることから、平成１６年３月３１日をもって三瓶町、明浜町

、宇和町、野村町及び城川町が組合から脱退し、平成１６年

４月１日から西予市が組合に加入する。

２ 規約変更年月日

平成１６年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年４月１日

�������
�愛媛県告示第９１９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり八幡浜地区施設事務組合を組織する

地方公共団体の数の増減を許可した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

西予市の加入

２ 増減年月日

平成１６年４月１日

３ 増減許可年月日

平成１６年４月１日

�������
�愛媛県告示第９２０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり八幡浜地区施設事務組合の規約の変

更を許可した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を構成する八幡浜市、保内町、伊方町、瀬戸町、三

崎町及び三瓶町のうち、三瓶町が平成１６年４月１日に明浜

町、宇和町、野村町及び城川町と合併し西予市となること

から、平成１６年３月３１日をもって、三瓶町が組合から脱退

し、平成１６年４月１日から西予市が組合に加入する。

２ 規約変更年月日

平成１６年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年４月１日

�������
�愛媛県告示第９２１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり南予水道企業団を組織する地方公共

団体の数の増減を許可した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 増減内容

西予市の加入

２ 増減年月日

平成１６年４月１日

３ 増減許可年月日

平成１６年４月１日

�������
�愛媛県告示第９２２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の

規定により、次のとおり南予水道企業団の規約の変更を許可

愛 媛 県 報平成１６年４月２３日 第１５５２号
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した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更事項

組合を組織する１０市町村のうち三瓶町及び明浜町が、平

成１６年４月１日に宇和町、野村町及び城川町と合併し西予

市となることから、平成１６年３月３１日をもって三瓶町及び

明浜町が組合から脱退し、平成１６年４月１日から西予市が

組合に加入する。

２ 規約変更年月日

平成１６年４月１日

３ 規約変更許可年月日

平成１６年４月１日

�������
�愛媛県告示第９２３号
川之江市、伊予三島市、宇摩郡新宮村及び同郡土居町を廃

し、その区域をもって四国中央市を設置し、東宇和郡明浜町

、同郡宇和町、同郡野村町、同郡城川町及び西宇和郡三瓶町

を廃し、その区域をもって西予市を設置した後の四国中央市

、西予市及び西宇和郡の人口は、次のとおりである。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

四国中央市 ９４，３２６人

西予市 ４７，２１７人

西宇和郡 ２４，４５７人

�������
�愛媛県告示第９２４号
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７００条の６の４第３

項の規定に基づき、次のとおり特約業者の指定を取り消した

。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９２６号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９２７号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令

第８号）第１条第１項の規定による救急病院である。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、大西町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・荒神池地区）の施

行に平成１６年４月８日同意した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、吉海町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・奥地区）の施行に

平成１６年４月８日同意した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、伯方町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・弓場地区）の施行に平成１６

�愛媛県告示第９２５号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第３８号）第３条第１項の規定により、平成１６年４月１４日次のとおり

愛媛県県税証紙売りさばき人指定願の記載事項の変更を許可した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

氏名又は名称及び
代 表 者 の 氏 名

主 た る 事 務 所 又 は
事 業 所 の 所 在 地

取 消
年 月 日

愛媛石油株式会社
代表取締役 加藤信一 新居浜市徳常町８番地３５号 平成１６年

４月１４日

指定

番号
売 り さ ば き 人 氏 名

変 更 事 項

新 旧

２０ 愛媛県猟友会
北条支部
檜 垣 俊 文

１ 売りさばき人住所
北条市八反地甲３６０番地

２ 売りさばき所
北条市八反地甲３６０番地

１ 売りさばき人住所
北条市中西内３５０番地３

２ 売りさばき所
北条市中西内３５０番地３

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

社会福祉法人恩
賜財団済生会松
山病院

松山市山西町８８０番地
２号

社会福祉法人恩
賜財団済生会支
部愛媛県済生会

平成１９年
４月３０日
まで

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

市立大洲病院 大洲市西大洲甲５７０番
地 大 洲 市

平成１９年
４月２４日
まで

��������������
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年４月８日同意した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、西予市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・下権現駄場地区）の施行に

平成１６年４月８日同意した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、西予市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・柱谷地区）の施行に平成１６

年４月１２日同意した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、西予市から協議のあった市営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・向田地区）の施行に平成１６

年４月１２日同意した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、内子町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・横田地区）の施行

に平成１６年４月８日同意した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、内子町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・寺藪地区）の施行に平成１６

年４月８日同意した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、内子町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・石神地区）の施行に平成１６

年４月８日同意した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、広見町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・永野市地区）の施

行に平成１６年４月８日同意した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、広見町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・東仲地区）の施行

に平成１６年４月８日同意した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、広見町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・畔屋地区）の施行

に平成１６年４月１２日同意した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の

規定により、城辺町から協議のあった町営土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（かんがい排水）・土居地区）の施行

に平成１６年４月８日同意した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９４１号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定

により、次のとおり肥料登録の有効期限を更新した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９４２号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１４条の規定により

、次の肥料の登録は、失効した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２２
年５月
３日

愛媛県
第９３５
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

くみあ
い苦土
炭酸石
灰松号

アルカ
リ分
５３．０
く溶性
苦土
１０．０

公定規
格のと
おり

大日本ドロマ
イト鉱業株式
会社
愛媛県西予市
城川町田穂１４
５６番地２

愛 媛 県 報平成１６年４月２３日 第１５５２号
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�������
�愛媛県告示第９４３号
次の加入区の特定養殖漁業者の同意は漁業災害補償法（昭

和３９年法律第１５８号）第１２５条の６第１項に規定する要件に

適合すると認めるので、同条第３項において準用する同法第

１０５条の２第４項の規定に基づき、次のとおり公示する。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

真珠母貝養殖業

�愛媛県告示第９４４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

失効年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成１６
年３月
３１日

愛媛県
第１１７４
号

肉骨粉 ポン６．
０肉骨
粉

窒素全
量６．０
りん酸
全量
１０．０

愛媛県農業協
同組合連合会
愛媛県松山市
南堀端町２番
地３

平成１６
年３月
３１日

愛媛県
第１１９３
号

液状複
合肥料

ほう素
マンガ
ン入り
尿素複
合液肥
ポン２
号（鉄
、銅、
亜鉛、
モリブ
デン添
加）

窒素全
量
１０．０
水溶性
りん酸
３．０

水溶性
加里
４．０

水溶性
苦土
３．０

水溶性
マンガ
ン
１．００
水溶性
ほう素
０．５０

愛媛県農業協
同組合連合会
愛媛県松山市
南堀端町２番
地３

平成１６
年３月
３１日

愛媛県
第１１８７
号

液状複
合肥料

ほう素
マンガ
ン苦土
入り尿
素複合
液肥ポ
ン３号
（鉄、
銅、亜
鉛、モ
リブデ
ン添加
）

窒素全
量２．０
水溶性
りん酸
６．０

水溶性
加里
４．０

水溶性
苦土
２．０

水溶性
マンガ
ン
１．００
水溶性
ほう素
１．００

愛媛県農業協
同組合連合会
愛媛県松山市
南堀端町２番
地３

平成１６
年３月
３１日

愛媛県
第１１８８
号

液状複
合肥料

ほう素
マンガ
ン苦土
入り尿
素複合
液肥ポ
ン３号
（鉄、
銅、亜
鉛、モ
リブデ
ン添加

水溶性
りん酸
６．０

水溶性
加里
４．０

水溶性
苦土
２．０

水溶性
マンガ
ン

愛媛県農業協
同組合連合会
愛媛県松山市
南堀端町２番
地３

加 入 区

三浦加入区

遊子加入区

蒋淵加入区

下波加入区

日振島加入区

） １．００
水溶性
ほう素
１．００

平成１６
年３月
３１日

愛媛県
第１２０１
号

液状複
合肥料

ほう素
マンガ
ン苦土
入り尿
素複合
液肥肥
料ポン
７号（
鉄、銅
、亜鉛
、モリ
ブデン
添加）

窒素全
量１．０
水溶性
りん酸
６．０

水溶性
加里
４．０

水溶性
苦土
２．０

水溶性
マンガ
ン
１．００
水溶性
ほう素
１．００

愛媛県農業協
同組合連合会
愛媛県松山市
南堀端町２番
地３

平成１６
年３月
３１日

愛媛県
第１２５０
号

液状窒
素肥料

ポン尿
素液肥

窒素全
量
２０．０

愛媛県農業協
同組合連合会
愛媛県松山市
南堀端町２番
地３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野佐来八幡浜線
大洲市稲積２番２から

同市稲積１８０番３まで

旧 ４．０～１１．０ ０．１１７

新 １０．０～１８．０ ０．１１７
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�愛媛県告示第９４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９４９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野佐来八幡浜線
大洲市稲積２番２から

同市稲積１８０番３まで
平成１６年４月２３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和明浜線
西予市宇和町伊賀上１５１８番から

同町伊賀上３３６９番４まで
平成１６年４月２３日

〃 〃
西予市宇和町伊賀上３２６７番地先から

同町伊賀上３０番３まで
〃

〃 〃
西予市宇和町伊賀上４５番４から

同町伊賀上１２５２番まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三間線
西予市宇和町下川２９９５番地先から

同町下川２９９２番地先まで

旧 ７．８～１７．０ ０．１５７

新 ７．８～１７．０
８．０～２６．９

０．１５７
０．１００

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三間線
西予市宇和町下川２９９５番地先から

同町下川２９９２番地先まで
平成１６年４月２３日
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�愛媛県告示第９５１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定

に基づき、次の都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供

する。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画区域の区域区分

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 次の区域内に存する市街化調整区域を市街化区域に変

更する。

松山市 東垣生町の一部

� 次の区域内に存する市街化区域を市街化区域から除外

する。

なし

�������
�愛媛県告示第９５３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

西宇和郡保内町川之石１番耕地５６番２３及び６８番１３

２ 申請人の住所氏名

西宇和郡保内町喜木１番耕地７３番地

ヤマキハウス株式会社

代表取締役 菊池 完二

３ 図面省略

公 告

�公 告

農業振興地域の指定（松山市）（昭和４８年３月２７日付け公

告）の一部を次のように改正する。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２を次のように改める。

２ 区域

松山市のうち、次の図面の赤色で着色した部分（都市計

画法（昭和４３年法律第１００号）の市街化区域、松山広域都

市計画公園７・５・４（湧ヶ淵公園）及び松山広域都市計

画公園９・６・１（愛媛県営総合運動公園）、松山空港、

港湾法（昭和２５年法律第２１８号）の港湾隣接地域、市営住

宅三光団地並びに国有林及び農用地等として利用できない

�愛媛県告示第９５０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９５２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年４月２３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三間線
北宇和郡三間町大字則２１２１番２から

同大字２１２４番２まで

旧 ９．８～２５．０ ０．１３９

新 １３．０～５１．０ ０．１３９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和三間線
北宇和郡三間町大字則２１２１番２から

同大字２１２４番２まで
平成１６年４月２３日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６西局丹土（開）第１号

平成１６年４月８日
東予市北条１４５０番４

東予市三芳１７３７番地の８
伊 藤 彰 啓
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森林）を除いた区域

（図面省略）

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県松山地方局に備え

置いて縦覧に供する。

公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第９号
愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則

の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１６年４月２３日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する

規則の一部を改正する規則

愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則

（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。

別表第１の�の表中央交番の項所管区の欄中「若宮」の下
に「、東若宮」を加える。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県公安委員会告示第２号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第３８条第１項の規定により、次のとおり少年

指導委員を委嘱した。

平成１６年４月２３日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

公安委員会告示

少年指導委員の氏名 住 所 活 動 区 域

重 見 紘 一 新居浜市新須賀町四丁目１４番４号 新居浜市のうち港町、若水町一・二丁目、徳常町、繁本町、西町、泉池町、泉宮町
、宮西町、中須賀町一・二丁目、北新町、西原町一・二丁目、新須賀町一～三丁目
及び田所町の区域

山 口 � 新居浜市泉宮町９番２５号

近 藤 和 夫 新居浜市泉宮町６番１０号

和 泉 徹 新居浜市政枝町一丁目３番４３号

村 井 實 雄 今治市近見町二丁目６番４１号 今治市のうち常盤町一～四丁目、恵美須町一・二丁目、通町一・二丁目、黄金町一
～三丁目、末広町一～三丁目、松本町一～三丁目、旭町一～三丁目、片原町一～三
丁目、中浜町一～三丁目、風早町一～三丁目、本町一～三丁目、米屋町一～三丁目
、室屋町一～三丁目、栄町一～三丁目、共栄町一～三丁目、大正町一・二丁目、別
宮町一丁目、南大門町一丁目及び北宝来町一丁目の区域丸 山 幹 夫 今治市南鳥生町四丁目２番４号

河 上 哲 夫 今治市室屋町四丁目１番地５

渡 部 穎 藏 松山市北立花町７番地７ 松山市のうち大街道一・二丁目、一番町一～四丁目、二番町一～四丁目、三番町一
～六丁目、千舟町一～六丁目、湊町一～六丁目、柳井町一～三丁目、河原町、北立
花町、永木町二丁目、永代町、南堀端町、勝山町一丁目及び花園町の区域

西 尾 美智子 松山市永木町一丁目２番地１９

横 田 善 子 松山市東一万町７番地

井 上 章 松山市道後一万７番９号

山 � 八 重 松山市湊町二丁目５番地２０

小 池 功 松山市湊町三丁目１番地１５

片 桐 信 志 松山市岩崎町二丁目１２番４号 松山市のうち道後町一・二丁目、道後喜多町、道後湯之町、道後緑台、道後多幸町
、道後湯月町、道後鷺谷町、道後姫塚、上市一・二丁目、岩崎町一・二丁目、南町
一丁目及び道後公園の区域

宮 岡 郁 美 松山市道後緑台６番３１号

束 村 三枝子 松山市岩崎町一丁目２番１０号

内 升 徹 宇和島市恵美須町二丁目５番１２号 宇和島市のうち本町追手一・二丁目、中央町一・二丁目、新町一・二丁目、恵美須
町一・二丁目、錦町、栄町港一～三丁目及び丸之内一～五丁目の区域

竹 内 正 宇和島市愛宕町一丁目１番１８号
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�愛媛県選挙管理委員会告示第３６号
公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１８条第２項の規定

により、次の選挙について開票区を設ける。

平成１６年４月２３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

１ 開票区を設ける選挙

平成１６年５月１６日執行予定の西予市長選挙

２ 開票区

�愛媛県選挙管理委員会告示第３５号
次の政治団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、平成１６年４月１日以後、政治活動

（選挙運動を含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条第３項の規定に基づき告

示する。

平成１６年４月２３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

選挙管理委員会告示

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地
代 表 者 会 計 責 任 者

相原俊雄後援会 近 藤 清 光 坂 本 重 福 温泉郡川内町南方１４４３－８

石川ひであき後援会 宮 崎 � 田 辺 幹 彦 四国中央市村松町６１８－６

石津ちよこ後援会 高 橋 延 明 薦 田 秀 章 四国中央市川之江町２０９２－５

江戸克仁後援会 江 戸 克 仁 江 戸 克 仁 温泉郡川内町北方西中村２７５９

大窪美代子後援会 清 家 慶 子 大 窪 玲 子 宇和島市本町追手２丁目１－２

岡田光政後援会 近 藤 省 三 岡 田 政 規 新居浜市宇高町２－８－４４

賀田康臣後援会 秦泉寺 治 義 森 井 広 隆 四国中央市金田町半田甲１５９－１０

菅野隆房後援会 八 木 石 松 渡 部 富 男 温泉郡川内町大字井内８３３

菊池たかゆき後援会 菊 池 平 以 岩 佐 勝 八幡浜市大字向灘字海岸通り３０８８番地の１

塩田陽二後援会 新 田 敏 晴 塩 田 千 波 四国中央市三島金子２－９－４６

高橋正徳後援会 森 久 一 西 原 鶴 美 西条市下島山甲２４５３

太宰仁三後援会 上 甲 一 男 毛 利 良 一 北宇和郡三間町大字宮野下６１７

成松忠則後援会 岡 崎 隆 一 畦 田 順 子 松山市大街道３丁目５－７

昇俊一後援会 昇 周 作 昇 周 作 四国中央市川之江町２５２９－２０３

藤岡周二後援会 冨 士 真 二 稲 田 希 一 大洲市新谷甲９７９番地１

藤本一利後援会 藤 本 二 郎 村 上 英 司 越智郡宮窪町大字宮窪１８０６－１

丸山栄一後援会 木 下 力 田 中 発 西宇和郡伊方町湊浦４２３－１

矢野越子を推薦する会 津 田 計 男 矢 野 庄 一 大洲市多田甲５４７の３番地

市町村名 開票区名 区 域

西予市明
浜開票区

明浜第１投票区、明浜第２投票区、明浜第３投票
区、明浜第４投票区、明浜第５投票区、明浜第６
投票区

西予市宇
和開票区

宇和第１投票区、宇和第２投票区、宇和第３投票
区、宇和第４投票区、宇和第５投票区、宇和第６
投票区、宇和第７投票区、宇和第８投票区、宇和
第９投票区、宇和第１０投票区

野村第１投票区、野村第２投票区、野村第３投票

愛 媛 県 報平成１６年４月２３日 第１５５２号
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雑 報

�公示送達
住所不明（ただし、住民票の住所 愛媛県喜多郡内子町大

瀬北２４５番地） 福本 朱美

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第６６条第３項の規定

に基づき上記の者に送達すべき次の書類は、当収用委員会事

務局（愛媛県土木部管理局用地課）において保管してあるの

で、出頭の上、その交付を受けてください。

なお、この書類を受領しないときは、土地収用法施行令（

昭和２６年政令第３４２号）第５条第５項の規定により、平成１６

年５月１２日を経過した時にその書類の送達があったものとみ

なされます。

平成１６年４月２３日

愛媛県収用委員会

会長 矢野 隆三

平成１６年４月１３日付け裁決書

任 免 辞 令

�定年退職
平成１６年３月３１日定年退職

愛媛県事務吏員 秋 川 秀 美

同 河 野 勉

同 笠 崎 俊 典

同 篠 原 功

同 渡 邉 正 記

同 奥 田 昭 雄

同 鵜久森 征 克

同 近 藤 允 人

同 高 松 茂 樹

同 荒 山 明 重

同 西 坂 保 彦

同 相 原 和 人

同 野 本 俊 明

同 今 村 勝

同 嶌 田 隆 久

同 川 本 スヱ子

同 森 岡 和 子

同 田 井 聰

愛媛県技術吏員 土 居 志

同 市 川 淳 二

同 青 野 勇 夫

同 田 中 千 博

同 有 馬 義 幸

同 別 府 英 治

同 別 府 仁 一

同 真 木 強

同 平 山 嘉 男

同 丹 恒 行

同 渡 部 忠 昭

同 石 川 秀 朗

同 高 橋 喜 男

同 大河内 順 一

同 林 弘

同 福 島 正 志

同 渡 部 孝 義

同 松 本 征

同 安 部 健 夫

同 大 川 明 久

同 佐 伯 徹 也

同 加 藤 博 久

同 栗 田 啓二朗

同 加 藤 惠 生

同 和 田 洋 一

同 藤 本 捷 行

同 神 野 隆 義

同 � 橋 靖 生

同 田 中 繁 治

同 伊 藤 捷 久

同 和 田 剛

同 渡 部 福 男

同 越 智 稔

同 八 木 清 繁

同 池 川 正 治

同 大 澤 勝 幸

同 松 岡 隆 宏

同 服 藤 峻

同 田 中 スガ子

同 大田原 重 雄

同 沖 義 則

同 稲 荷 公 一

同 久保田 勲

同 上 甲 多 吉

同 大 北 勝 利

同 清 水 淳 子

同 白 石 靜 子

愛媛県公立学校教員 村 上 浩

技術主任 渡 邉 毅

同 渡 部 清 弘

同 堀 内 紀 明

主任業務員 川 上 廱 子

同 仲 神 啓 夫

西予市

西予市野
村開票区

区、野村第４投票区、野村第５投票区、野村第６
投票区、野村第７投票区、野村第８投票区、野村
第９投票区、野村第１０投票区、野村第１１投票区、
野村第１２投票区、野村第１３投票区、野村第１４投票
区、野村第１５投票区、野村第１６投票区、野村第１７
投票区、野村第１８投票区、野村第１９投票区

西予市城
川開票区

城川第１投票区、城川第２投票区、城川第３投票
区、城川第４投票区、城川第５投票区、城川第６
投票区、城川第７投票区、城川第８投票区、城川
第９投票区、城川第１０投票区、城川第１１投票区、
城川第１２投票区

西予市三
瓶開票区

三瓶第１投票区、三瓶第２投票区、三瓶第３投票
区、三瓶第４投票区、三瓶第５投票区、三瓶第６
投票区、三瓶第７投票区、三瓶第８投票区、三瓶
第９投票区、三瓶第１０投票区、三瓶第１１投票区
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同 宇都宮 祐 恒

同 今 村 栄 市

同 大 番 卓 雄

�������
�任免辞令

３月３１日

愛媛県事務吏員 尾 � 亨

同 好 岡 浩 二

愛媛県技術吏員 蒲 正 之

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第１４条）

（各通）

愛媛県事務吏員 太 田 �
同 大 政 晴 江

同 中 村 千鶴子

同 亀 元 吉 一

同 本 田 ツヤミ

愛媛県技術吏員 � 市 榮 子

同 碓 井 英 男

同 尾 形 雅 子

同 藤 渕 加奈子

同 石 原 香 織

同 平 山 義 治

同 松 尾 文 彦

愛媛県公立学校教員 上 杉 純 美

同 川 本 和 子

愛媛県公立学校助手 井 上 幸 子

同 大 牛 昭 代

願により本職を免ずる（各通）

主任業務員 石 川 福 督

同 山 本 睦 博

同 池 内 富美子

同 大 谷 茂 子

同 須 賀 眞 二

願により職務を解く（各通）

４月１日

岡 本 敦

愛媛県技術吏員に任命する

行政職９級を命ずる

土木部河川港湾局砂防課長を命ずる

竹 林 誠

愛媛県事務吏員に任命する

行政職４級を命ずる

主査を命ずる

経済労働部産業支援局産業創出課勤務を命ずる

森 本 武 彦

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）５級を命ずる

医監を命ずる

愛媛整肢療護園副園長を命ずる

佐 野 のぞみ

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）５級を命ずる

医監を命ずる

愛媛整肢療護園勤務を命ずる

池 谷 東 彦

愛媛県公立学校長に任命する

愛媛県立医療技術大学長を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術大学教授を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学長を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学教授を命ずる

岡 部 喜代子

愛媛県公立学校学部長に任命する

愛媛県立医療技術大学学部長を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術大学教授を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学教授を命ずる

鈴 木 光 代

愛媛県公立学校教員に任命する

愛媛県立医療技術大学教授を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学教授を命ずる

沖 本 克 子

愛媛県公立学校教員に任命する

愛媛県立医療技術大学助教授を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学助教授を命ずる

西 田 佳 世

愛媛県公立学校教員に任命する

愛媛県立医療技術大学講師を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学講師を命ずる

関 谷 由香里

愛媛県公立学校教員に任命する

愛媛県立医療技術大学講師を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学講師を命ずる

眞 野 祥 子

愛媛県公立学校助手に任命する

愛媛県立医療技術大学助手を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学助手を命ずる

柴 珠 実

愛媛県公立学校助手に任命する

愛媛県立医療技術大学助手を命ずる

兼ねて愛媛県立医療技術短期大学助手を命ずる

石 川 秀 朗

愛媛県技術吏員に再任用する

研究職１級（週３２時間勤務）を命ずる

任期は平成１７年３月３１日までとする

主任技師を命ずる

養鶏試験場勤務を命ずる

森 岡 和 子

愛媛県事務吏員に再任用する

行政職３級（週３２時間勤務）を命ずる

任期は平成１７年３月３１日までとする

主任主事を命ずる

農業試験場勤務を命ずる

渡 部 清 弘

主任技術員（自動車運転）（週３２時間勤務）に再任用する

任期は平成１７年３月３１日までとする

松山地方局勤務を命ずる
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野 本 俊 明

愛媛県事務吏員に再任用する

行政職３級（週３２時間勤務）を命ずる

任期は平成１７年３月３１日までとする

主任主事を命ずる

松山地方局勤務を命ずる

今 村 勝

愛媛県事務吏員に再任用する

行政職３級（週３２時間勤務）を命ずる

任期は平成１７年３月３１日までとする

主任主事を命ずる

花き総合指導センター勤務を命ずる

堀 内 紀 明

主任技術員（自動車運転）（週３２時間勤務）に再任用する

任期は平成１７年３月３１日までとする

八幡浜地方局勤務を命ずる

稲 荷 公 一

愛媛県技術吏員に再任用する

研究職１級（週３２時間勤務）を命ずる

任期は平成１７年３月３１日までとする

主任技師を命ずる

衛生環境研究所勤務を命ずる

久保田 勲

愛媛県技術吏員に再任用する

行政職３級（週３２時間勤務）を命ずる

任期は平成１７年３月３１日までとする

主任技師を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

藤 岡 勇 貴

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

総務部管理局総務管理課勤務を命ずる

織 田 智 子

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

企画情報部管理局統計課勤務を命ずる

本 田 雅 俊

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

企画情報部管理局情報政策課勤務を命ずる

山 内 和 弥

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

県民環境部県民協働局男女参画課勤務を命ずる

西 脇 大 介

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

県民環境部環境局環境政策課勤務を命ずる

森 涼 奈

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

保健福祉部生きがい推進局子育て支援課勤務を命ずる

松 浦 祐 介

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

保健福祉部生きがい推進局長寿介護課勤務を命ずる

山 内 珠 恵

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

経済労働部管理局産業政策課勤務を命ずる

近 藤 恭 平

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

農林水産部農業振興局農地整備課勤務を命ずる

真 鍋 恵

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

農林水産部農業振興局農産園芸課勤務を命ずる

山 下 仁 司

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

土木部管理局土木管理課勤務を命ずる

浅 井 洋 介

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

土木部道路都市局道路維持課勤務を命ずる

安 部 恭 兵

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

出納事務局会計課勤務を命ずる

青 野 礼

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

西条地方局勤務を命ずる

村 上 直 弘

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

西条地方局勤務を命ずる

山 本 真一朗

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる
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主事を命ずる

西条地方局勤務を命ずる

笠 崎 隆 史

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

西条地方局勤務を命ずる

西 村 泰 史

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

今治地方局勤務を命ずる

佐 川 亜香里

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

社会福祉主事を命ずる

今治地方局勤務を命ずる

櫛 部 秀 太

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

今治地方局勤務を命ずる

菊 池 瞳

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

松山地方局勤務を命ずる

鈴 木 恵 理

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

松山地方局勤務を命ずる

野 上 あゆみ

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

社会福祉主事を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

二 宮 香

愛媛県事務吏員に任命する

行政職１級を命ずる

主事を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

保 積 佑 紀

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

中 矢 多衣子

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

是 澤 知 佳

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

社会福祉主事を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

烏 谷 茂 樹

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

白 石 龍 治

愛媛県事務吏員に任命する

行政職２級を命ずる

主事を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

岡 � 健

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

土木部河川港湾局河川課勤務を命ずる

近 平 卓 哉

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

土木部道路都市局道路建設課勤務を命ずる

越 智 正

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

土木部道路都市局都市整備課勤務を命ずる

赤 木 欽 次

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

土木部道路都市局建築住宅課勤務を命ずる

松 本 啓 文

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

西条地方局勤務を命ずる

浦 元 明

愛媛県技術吏員に任命する

研究職１級を命ずる

研究員を命ずる

紙産業研究センター勤務を命ずる

宮 岡 由香里

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（三）２級を命ずる

技師を命ずる

今治地方局勤務を命ずる

中 井 麻記子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる
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今治地方局勤務を命ずる

山 口 真 美

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

今治地方局勤務を命ずる

� 岡 健太郎

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

今治地方局勤務を命ずる

柿 内 実

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

松山地方局勤務を命ずる

河 本 紘 志

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

松山地方局勤務を命ずる

池 田 達 彦

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

松山地方局勤務を命ずる

高 見 文 人

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

松山地方局勤務を命ずる

武 田 雅 俊

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

松山地方局勤務を命ずる

光 田 真優子

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

中央児童相談所勤務を命ずる

市 川 高 子

愛媛県技術吏員に任命する

研究職１級を命ずる

研究員を命ずる

衛生環境研究所勤務を命ずる

芝 和 代

愛媛県技術吏員に任命する

研究職１級を命ずる

研究員を命ずる

衛生環境研究所勤務を命ずる

栗 � 佳 子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

井 戸 浩 之

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

森 充 史

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

鈴 木 麻有香

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

黒 河 雅 之

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

渡 部 由紀子

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

谷 本 宏 行

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

八幡浜地方局勤務を命ずる

大 西 智 子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

食肉衛生検査センター勤務を命ずる

城 戸 英

愛媛県技術吏員に任命する

研究職１級を命ずる

研究員を命ずる

畜産試験場勤務を命ずる

岸 本 勇 気

愛媛県技術吏員に任命する

研究職１級を命ずる

研究員を命ずる

畜産試験場勤務を命ずる

大 西 美知代

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる
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越 智 真結子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

中 河 三千代

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

宮 下 裕 司

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

松 田 幸 樹

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

宇和島地方局勤務を命ずる

片 岡 奈 央

愛媛県技術吏員に任命する

行政職２級を命ずる

技師を命ずる

南予児童相談所勤務を命ずる

曽 根 謙 一

愛媛県技術吏員に任命する

研究職１級を命ずる

研究員を命ずる

水産試験場勤務を命ずる

４月３日

左 官 正 雄

愛媛県事務吏員に任命する

行政職８級を命ずる

県民環境部管理局消防防災安全課危機管理室危機管理監を

命ずる

�������
�公営企業任免辞令
平成１６年３月３１日定年退職

愛媛県技術吏員 松 本 富士一

同 乗 松 芳 信

同 森 巍

同 一 色 正 義

同 檜 垣 勝 彦

同 池 内 洋 子

同 尾 崎 久 代

同 橘 洋 子

同 眞 鍋 綾 子

技術主任 中 井 靖

同 山 吹 明

�������
�公営企業任免辞令

３月３１日

愛媛県事務吏員 高 山 典 明

愛媛県技術吏員 濱 田 範 子

同 木 花 敏 雅

同 稗 田 雅 司

同 清 水 智恵子

同 齋 藤 博 之

同 渡 辺 範 子

同 山 下 真由美

同 入 江 秀 子

同 田井野 佳 奈

同 渡 部 志 麻

同 中 村 美奈子

同 本 多 恵美子

同 越 智 元 子

同 竹 田 桂

同 花 岡 容 子

同 山 本 晃 子

同 石 川 紀 子

同 中 野 千 春

同 津 野 智 子

同 鹿 田 郁 江

同 新 田 千 明

同 北 川 真理子

同 大 塚 由 美

同 加 川 俊 明

同 白 石 節 子

同 林 智津惠

同 砂 野 美穂子

同 越 智 美奈子

同 西 坂 操

同 長 野 明日子

同 松 本 洋 子

同 清 水 亜 紀

同 山 本 千 晶

同 松 田 優 子

同 山 内 薫

同 高 岡 真由美

同 末 廣 和 長

同 山 中 研 二

同 杉 原 聡

同 丸 山 純

同 石 川 結 花

同 森 分 一二三

同 吉 川 明 美

同 田 部 紅

同 石 川 政 美

同 重 信 志 保

同 藤 田 玲 子

同 石 岡 恵梨香

同 三 好 和 生

同 飛 田 文

同 田 川 雅 彦

同 加 納 幸 子
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同 児 玉 弥 生

同 山 口 香 恵

同 田 中 香 織

同 松 本 法 子

同 坂 東 康 生

同 藤 原 次 雄

同 大和田 威

同 岡 宮 史 武

同 佐々木 佐智子

同 成 川 き よ

同 清 家 三知子

同 善 家 由美子

同 富 田 節 子

同 薬師寺 容 子

同 山 本 恵 子

同 桑 原 大 志

同 中 村 久 江

同 星 川 弥 生

同 伊 東 君 代

同 近 藤 政 子

同 近 藤 節 子

同 岡 部 尚 子

同 松 木 世緒子

同 續 木 美 紀

同 鈴 木 真 弓

同 近 藤 真知子

同 榎 原 千 秋

同 近 藤 トシ子

同 近 藤 麻 起

同 野 平 知 恵

同 青 木 しのぶ

同 橋 本 いずみ

同 大 野 陽 子

願により本職を免ずる（各通）

愛媛県技術吏員 高 岡 明 彦

同 中 川 博 道

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第７条の

４第４項）（各通）

愛媛県技術吏員 井 上 征 雄

同 牛 越 賢治郎

同 小 林 瑞

同 山 中 正 康

同 橋 田 英 俊

同 岡 明 博

同 原 田 安 哉

同 花 岡 雅 也

同 宮 岡 みずほ

同 山 本 美賀子

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第１４条）

（各通）

愛媛県技術吏員 田 中 宏 明

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例附則第３６

項）

主任業務員 菊 地 末 美

願により職務を解く

�������
�公営企業任免辞令

４月１日

西 村 誠 明

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）５級を命ずる

医監を命ずる

県立中央病院内科部長を命ずる

野 中 卓

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）４級を命ずる

医監を命ずる

県立今治病院内科部長を命ずる

竹 林 芳 信

名 護 可 容

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）３級を命ずる

県立中央病院産婦人科部長を命ずる（各通）

中 村 誠 治

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）３級を命ずる

県立中央病院放射線科部長を命ずる

石 崎 雅 浩

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）３級を命ずる

県立三島病院外科部長を命ずる

宮 本 安 尚

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院内科医長を命ずる

鷹 村 和 人

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院外科医長を命ずる

矢 野 直 樹

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院産婦人科医長を命ずる

本 宮 数 浩

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院眼科医長を命ずる

竹 口 崇

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院放射線科医長を命ずる

石戸谷 浩

愛媛県技術吏員に任命する
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医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院心臓血管外科医長を命ずる

中 村 真 胤

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立今治病院内科医長を命ずる

大 島 清 孝

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立三島病院内科医長を命ずる

三根生 和 明

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立新居浜病院内科医長を命ずる

吉 岡 真 二

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立新居浜病院放射線科医長を命ずる

久 岡 園 花

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院放射線科副医長を命ずる

日比野 成 俊

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立中央病院心臓血管外科副医長を命ずる

長 野 恵 子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）２級を命ずる

県立三島病院小児科副医長を命ずる

（県立今治病院） 平 田 勝 豪

（県立南宇和病院） 西 脇 幹 雄

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（一）１級を命ずる

技師を命ずる

（頭書）勤務を命ずる（各通）

橘 貴 寛

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）２級を命ずる

技師を命ずる

県立南宇和病院勤務を命ずる

（県立中央病院） � 田 覚

（県立今治病院） 久 枝 正 実

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（二）１級を命ずる

技師を命ずる

（頭書）勤務を命ずる（各通）

（県立中央病院） 三 原 奈緒美

（同 ） 尾 � 裕 美

（同 ） 畠 山 みゆき

（同 ） 石 丸 絵 理

（同 ） 増 本 真 規

（同 ） 池 田 琴 美

（同 ） 青 木 嘉 代

（同 ） 吉 田 千 華

（同 ） 宮 岡 大 輔

（県立今治病院） 佐々木 順 子

（同 ） 山 元 美砂子

（同 ） 西 森 志 穂

（同 ） 松 林 真里子

（県立三島病院） 中 佐貴恵

（県立南宇和病院） 堀 田 葉 子

（県立新居浜病院） 松 浦 る み

（同 ） 西 岡 純 恵

（同 ） 佐々木 麗 子

愛媛県技術吏員に任命する

医療職（三）２級を命ずる

技師を命ずる

（頭書）勤務を命ずる（各通）

檜 垣 勝 彦

愛媛県技術吏員に再任用する

医療職（二）２級（週２４時間勤務）を命ずる

任期は平成１７年３月３１日までとする

主任技師を命ずる

県立今治病院勤務を命ずる

（県立中央病院） 中 井 靖

（県立北宇和病院） 山 吹 明

主任技術員（週３２時間勤務）に再任用する

任期は平成１７年３月３１日までとする

（頭書）勤務を命ずる（各通）
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